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平
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内
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議

長
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貫

民

輔
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衆
議
院
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員
平
野
博
文
君
提
出
生
命
保
険
会
社
（
第
百
生
命
保
険
相
互
会
社
）
業
務
停
止
に
伴
う
保
険
契
約
に
係
る
支
払
い

業
務
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
三
年
三
月
九
日
受
領

答

弁

第

二

四

号



衆
議
院
議
員
平
野
博
文
君
提
出
生
命
保
険
会
社
（
第
百
生
命
保
険
相
互
会
社
）
業
務
停
止
に
伴
う
保
険
契
約
に

係
る
支
払
い
業
務
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

第
百
生
命
保
険
相
互
会
社
（
以
下
「
第
百
生
命
」
と
い
う
。
）
は
、
保
険
業
法
及
び
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
九
十
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
前
で

あ
る
平
成
十
二
年
六
月
一
日
に
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
旧
保
険
業

法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
四
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
険
管
理
人
に
よ
る
業
務
及
び
財
産
の
管
理
を
命
ず
る
処
分
を
受

け
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
保
険
契
約
の
移
転
を
す
る
場
合
の
契
約
条
件
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
附
則
第
十
条
の
規
定
に

よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
な
る
と
こ
ろ
、
第
百
生
命
は
、
平
成
十
三
年
一
月
三
十
一
日
、
旧
保
険
業
法
第
二
百

五
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
契
約
条
件
の
変
更
を
含
む
保
険
契
約
の
移
転
の
決
議
が
会
議
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
総

代
会
が
開
か
れ
る
旨
の
公
告
を
行
っ
た
。
同
条
第
五
項
本
文
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
保
険
会
社
は
、
当
該
公
告
の
時
か
ら
、
そ

の
業
務
の
全
部
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
当
該
保
険
会

社
の
申
出
に
よ
り
、
そ
の
業
務
の
一
部
を
停
止
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
（
平
成
十
三
年
一
月
五
日
以
前

一



は
、
金
融
再
生
委
員
会
）
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
当
該
業
務
の
一
部
に
つ
い
て
は
停
止
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
第
百
生
命
か
ら
、
平
成
十
三
年
三
月
二
日
付
け
で
、
平
成
十
三
年
二
月
一
日
支
払
予
定
で
あ
っ

た
祝
金
の
あ
る
学
資
保
障
保
険
に
係
る
契
約
者
貸
付
に
関
す
る
業
務
を
一
定
の
条
件
の
下
で
停
止
し
な
い
旨
の
申
出
が
な
さ

れ
、
同
月
五
日
付
け
で
当
該
業
務
を
停
止
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


